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金融犯罪 ①犯罪防止・・・コンプライアンス・マニュアル

13預金業務 所管部： ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部 ④ －

※銀行業務に係る法令等の解説・事例編

事

例

融資保証金詐欺
　実際に融資しないのに、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融
資を申し込んできた人に対し、「保証金が必要です」などと言って金
銭等をだまし取る（脅し取る）手口です。

金融商品詐欺
　価値が全くない未公開株や高価な物品等について嘘の情報を教え
て、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等を
だまし取る（脅し取る）手口です。

特殊詐欺

オレオレ詐欺
　親族等を名乗り、「鞄を置き忘れた。小切手が入っていた。お金が
必要だ」などと言って、現金をだまし取る（脅し取る）手口です。

預貯金詐欺

　警察官、銀行協会職員等を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用さ
れています。キャッシュカードの交換手続が必要です」などと言っ
て、暗証番号を聞き出しキャッシュカード等をだまし取る（脅し取
る）手口です。

架空料金請求詐欺
　有料サイトや消費料金等について、「未払いの料金があります。今
日中に払わなければ裁判になります」などとメールやハガキ（封書）
で知らせ、金銭等をだまし取る（脅し取る）手口です。

還付金詐欺
　医療費、税金、保険料等について、「還付金があるので手続してく
ださい」などと言って、被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯
人の口座に送金させる手口です。

解　説

　特殊詐欺の被害を防止するた
め、金融機関は、高額の振込や
高額の出金をされるお客さまに
声掛けをするよう警察庁から要
請されています。お客さまに対
して振込や出金の理由等を確認
させていただき、聴取の結果、
被害に遭われている疑いがある
場合には、被害防止のために金
融機関から警察に通報し、警察
官が事情を伺うこととなってい
ます。
　金融機関の職員は知識や経験
等をもとに、お客さまの様子や
諸々の状況から判断して、被害
に遭われていないかの聞き取り
を行い、警察と協力して被害防
止に取り組むことが重要です。
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金融犯罪 ②犯罪防止・・・情報発信（ご注意ください！）
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金融犯罪 ③犯罪防止・・・ATM振込の一部利用制限
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金融犯罪 ④犯罪防止・・・ATM振込の一部利用制限
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金融犯罪 ⑤犯罪防止・・・振り込め詐欺
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①幅広いお客さまに適切な商品を選択していただけるよう、特定の商品提
供会社に偏らない、良質な商品のラインアップを充実するよう努めてお
ります。

②金融商品のご提案にあたっては、お客さまの知識・経験・財産の状況お
よび投資の目的・運用方針等を十分にお伺いし、お客さまの最善の利益
の実現に向け、最適かつ最良な金融商品・サービスを提供するよう努め
ております。

③お客さまの安定的な資産運用、資産形成を実現していただくため、中長
期分散投資に資する商品を提案するよう努めてまいります。

④過度な乗換販売や手数料等の高い金融商品の優先販売が生じないよう、
販売状況を検証し、その結果を踏まえて適切な管理を行うよう努めてま
いります。

金融リテラシー ①サービスの提供
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金融リテラシー ②よくあるご質問への情報発信



15

お客さまの資産形成への関心を高めていただくよう、資産形成（iDeCo等）、マ
ケット情報、相続等のお客さま向けセミナーを開催しております。

金融リテラシー ③セミナーの実施
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金融リテラシー ④産官学民との連携

■高知大学との連携■企業との連携
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金融リテラシー ⑤大学生や主婦等を対象とした金融セミナー
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金融リテラシー ⑥事業者を対象とした金融セミナー
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金融リテラシー ⑦子どもを対象とした金融セミナー
●主催／高知銀行

高知工業高等専門学校
高銀地域経済振興財団

●共催／高知みらい科学館
高知市教育委員会
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金融リテラシー ⑧新入行員全員が認知症サポーターに

当行は、店頭での対応力の向上ならびに認知症の方やそのご家族の皆さまが安心して暮らし
続けられる地域づくりに貢献していくため、毎年、新入行員全員は「認知症サポーター養成講
座」を受講して認定される「認知症サポーター」として営業店に配属しております。


